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雇⽤契約と業務契約の違い
その契約、業務委託契約で問題ない︖
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みなさま、おはようございます。
桑原事務所の医療労務担当の⼭⽥です。
 
前回は、雇⽤契約と業務委託契約の違いと留意点についてご案内しました。
今回は業務委託契約なのか、雇⽤契約なのか、これらの判断基準をお伝えいたします。
下表は、判断要素とそれぞれの判断基準ですが、「労働者性が強まる」ことにより雇⽤契約として判断
されやすくなり、⼀⽅で「労働者性が弱い」場合は業務委託契約であると判断されやすくなります。

実際の判断は、これら⼀部分で判断されるのではなく、幅広く総合的に勘案されて決定されます。
業務委託として契約していても、実態により労働者性が強いと判断されることがあり、この場合は実

質的に雇⽤契約とみなされることになります。そうなると、契約締結時に遡って各種保険や⼿続きのやり
直し等の業務が発⽣しますし、怪我などの場合には労災給付が⾏われることもあります。



業務委託で問題ないか︖労働者性が強くないか︖総合的に判断をする資料としてお役⽴てくださ
い。
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